
高田中学校 PTA 規約 

 

第 1 章 名称 

 

第 1 条 

この会は横浜市立高田中学校ＰＴＡとする。 

 

第 2 章 目的 

 

第 2 条  

この会は家庭と学校および地域社会との密接な協力により、民主的教育に対する理解

を深めこれを推進、もって学校の教育環境の整備をはかり、生徒の健全育成を助長す

ることを目的とし、社会教育の振興を図る。 

 

第 3 章 方針 

 

第 3 条  

この会は、前条にかかげた目的を達成するための事業を行い、営利的、宗教的、ならび

に政党的団体にたいしては不偏不党でならなければならない。 

 

第 4 条  

この会は、生徒の健全育成のために活動する、他の社会的団体及び機関と協力するが、

学校の管理運営や人事に干渉しない。 

 

第 4 章 会員 

 

第 5 条  

この会員は、この学校に在籍する生徒の保護者またはそれに代わる人(以下保護者とい

う)及び教職員とする。 

 

第 6 条 

会員は、会員資格を喪失したとき、または本人の申し出により、退会することができる。 

 

 

第 5 章 会計 

 



第７条 

この会の経費は、事業収入をもって支弁し会費は１ヶ月 250 円とする。 

(会員一世帯につき) 

 

第８条  

この会の会計年度は４月１日に始まり翌年３月３１日に終わる。 

 

第 6 章 役員 

 

第９条  

この会の役員は次のとおりとする。 

１ 会 長 １名 保護者 

２ 副会長 3 名 保護者 

３ 書 記 ２名 保護者１名、教員１名（教務主任） 

４ 会 計 ２名 保護者１名、教員１名（副校長） 

欠員が出た場合は、他の役職で補助し活動する。 

 

第１０条  

役員の選任は次のとおり行う。 

１ 本部役員会または推薦ボランティアが各々の役員について、その定数を指名し、被

推薦者の承諾を受けて、その氏名を後期総会前に全会員に通知しなければならない。 

２ 役員の就任は、総会における承諾をもって確定する。 

３ 役員の任期は４月１日より翌年３月３１日までの１年とし、再任を妨げない。(但し、

同一役職の任期は原則として２年までとする。) 

４ 任期終了の役員は、第１２条、前期総会の１の事項については一切の責任を負う。 

 

第 7 章 役員の任務 

 

第１１条 

・会長はこの会を代表し、総会、運営委員会・役員会等の集会を招集し、会の運営を総

括する。またその職責上、ボランティアの会合等に出席することができる。(会計監

査委員会を除く) 

・副会長は、会長を補佐し、会長事故ある時はその代理をする。 

・書記は運営委員会等の議事を記録し、この会の庶務を行う。 

・会計は、この会の全ての金銭の収受を記録し、次年度の前期総会において決算の報告

をする。 

 



第 8 章 総会 

 

第１２条  

本会最高議決機関であり、定時総会・臨時総会・書面総会とする。 

毎年２回、総会を開き、次の事項につき議決する。 

前期総会 

１ 前年度決算報告の承認 

２ 事業計画案及び予算案の承認 

３ その他の案件 

 

後期総会 

１ 事業報告の承認 

２ 次期役員及び会計監査委員の承認 

３ その他の案件 

その他、臨時的な支出及び活動を行う場合は、第１3 条１の事項に従うものとする。但

し、何らかの事情で総会が開催されない場合は全会員の過半数の委任状が得られた場合

に実施することができる。 

 

第１３条 

１ 定時総会は委任状分を含め全会員の５分の１以上の出席会員によって成立し、その

決議は出席会員の過半数をもって決定する。但し、特に規定される事項の決議につ

いてはこの限りではない。 

２ 代理人は会員でなければならない。 

３ 書面総会は全会員の２分の１以上の提出によって成立し、決議はその３分の２以上

をもって決定する。期日までに提出のない場合は自動的に承認されたものとする。 

 

第１４条  

臨時総会は運営委員会が必要と認めた時または全会員の５分の１以上の人員による要

求があった時、会長はこれを招集しなければならない。 

 

第 9 章 運営委員会 

 

第１５条  

運営委員会は、役員及び PTA 会員をもって構成する。但し、運営委員会への出席は任

意とする。 

 

第１６条  



運営委員会の任務は次の通りである。 

１ 会の運営に必要な事項について、審議するところの総会につぐ決議機関であって会

の運営について一切の責任を負う。 

２ 各ボランティアによって立案された事業計画を審議検討して各事業を総理監督する。 

 

第 10 章 委員会とボランティアの構成とその役割 

 

第１７条 

定期的なイベントのボランティアには、広報ボランティア、推薦ボランティアを置き、

イベント発生の都度、会員より募集する。また、その他ボランティアを新設する。その

他ボランティアは本部役員会が必要と認めたときに置く。 

 

第１８条 

各ボランティアの監督責任者を本部役員より選出する。選任方法は本部役員の互選とす

る。 

 

第１９条 

各ボランティアの役割として、それぞれ次のボランティアを置く。尚、各ボランティア

ともイベント発生時に会員より募集。必要数に満たない場合は、外部委託の検討及び、

活動の縮小及び中止の決定をすることがある。 

1 広報ボランティア 

会員に対し、情報の伝達を行い、教師等紹介号等の発行にあたる。 

2 推薦ボランティア 

次年度役員等の選出に関し本部役員会のサポートをおこなう。 

3 その他ボランティア 

本部役員会にて募集が必要な企画・運営事項が発生した場合に、役割・実施事項を

含め新設される。 

 

第２０条 

会計監査委員会は委員定数２名とし、その選任については第１０条第１項より第４項ま

での規定を準用する。その任務は、その年度の会計を監査し、その結果を次年度の前期

総会に報告する。 

 

第 11 章 附則 

 

第２１条 



規約は総会において出席会員の３分の２以上の賛成により改正することができる。但し、

改正案は改正文をそえてあらかじめ全会員に通知しなければならない。なお、細則につ

いては運営委員会の審議により変更できる。 

 

第２２条 

慶弔に関する事項については、別途「高田中学校ＰＴＡ慶弔規約」を設ける。 

この規約は、平成 元 年２月２５日より実施する。 

この規約は、平成１２年３月 ５日改正。 同日実施する。 

この規約は、平成１３年３月 ３日改正。 同日実施する。 

この規約は、平成１４年３月 ６日改正。 同日実施する。 

この規約は、平成１５年３月 ５日改正。 同日実施する。 

この規約は、平成１６年３月 ２日改正。 同日実施する。 

この規約は、平成１７年３月 ４日改正。 同日実施する。 

この規約は、平成１８年３月 ３日改正。 同日実施する。 

この規約は、平成２１年３月 ６日改正。 同日実施する。 

この規約は、平成２２年３月 ５日改正。 同日実施する。 

この規約は、平成２３年５月２７日改正。 同日実施する。 

この規約は、平成２４年３月 ２日改正。 同日実施する。 

この規約は、平成２４年５月１９日改正。 同日実施する。 

この規約は、平成２６年２月２６日改正。 同日実施する。 

この規約は、平成２７年２月２５日改正。 同日実施する。 

この規約は、平成２７年５月１６日改正。 同日実施する。 

この規約は、平成２８年２月１８日改正。 同日実施する。 

この規約は、平成３０年２月２３日改正。 同日実施する。 

この規約は、平成３１年２月２３日改正。 同日実施する。 

この規約は、令和６年１月２２日改正。 同日実施する。 

この規約は、令和６年５月２２日改正。 同日実施する。 

この規約は、令和７年２月１２日改正。同日実施する。 

この規約は、令和８年２月２４日改正。同日実施する。 

 



 

 

高田中学校ＰＴＡ慶弔規約 

  

祝意・感謝 

１．職員の子女出産のとき                ５，０００円 

２．職員の結婚のとき                  ５，０００円 

３．会員が、国または公共団体より表彰されたとき     ５，０００円 

又は、ＰＴＡが特に表彰に価すると認めたとき 

４．職員が離任のときは記念品を贈る 

 

見舞い 

５．職員・運営委員が疾病、負傷のとき協議の上見舞い金を贈る ５，０００円 

６．会員が火災、その他の災害を受けたとき協議の上見舞い金を贈る 

(但し、天災を除く)                    １０，０００円 

 

弔 意 

７．死亡は下記による 

ア．会員                   １０，０００円及び花輪一基 

イ．職員の配偶者、父母            ５，０００円 

ウ．職員の義父母               ５，０００円 



エ．生徒                   １０，０００円及び花輪一基 

８．その他、必要と認めたときは運営委員会で協議の上実施することができる 

９．本規定の改正は運営委員会の決議を得るものとする 

 

（元年２月２５日より実施） 

（平成１１年９月 ４日改正。同日施行） 

（平成１４年３月 １日改正。同日施行） 

（平成２３年３月 ４日改正。同日施行） 

（平成２３年５月２７日改正。同日施行） 


